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土地改良区広報夢のある農村づくりを目指して

会津宮川

地区面積　4,421.7ha　　　組合員数　3,934 人

主な内容

会津宮川地区の地区面積及び組合員数

P2　理事長挨拶・総代会開催
P3　新総代・新役員について

P4　令和７年度収支予算について
P7　令和７年度配水計画



本日ここに第21回通常総代会を開催しましたところ、総代の皆様方には、平素
より本土地改良区の業務運営にあたり、特段のご理解と力強いご支援、ご協力を
頂いておりますことに心より厚く御礼と感謝を申し上げます。さて、この冬は、
会津地区でも記録的な豪雪に見舞われ、雪による被害が多岐にわたっており、当
土地改良区においても農業水利施設への影響が懸念されたところですが、特に被
害もなく安堵しているところです。また、今年はこの雪によって発生する融雪水
が春先の代かき用水としてまかなえるだろうと思っております。土地改良区は、
施設管理を含む土地改良事業を適正かつ円滑に行うことに存在意義があります
が、農業情勢を考えると非常に厳しい現状であります。また、以前から広報等で
もお知らせしているとおり、昨年10月で国の再生可能エネルギーの固定価格買取

制度が終了となり、土地改良区の運営に少なからず影響が出ております。このような状況のもと当土地
改良区としては、業務の効率化と各種補助事業を利活用しながら皆様の負担が少しでも軽減できるよう
努めるとともに、組合員の皆様には急激な影響が及ばない様、対応して参りますので、何卒ご理解いた
だきたいと思います。

理事長挨拶 （第 21回通常総代会挨拶抜粋）

特別功労・感謝状等贈呈

第21回通常総代会が開催されました

　第 21 回通常総代会及び第７回理事会において、会津宮川土地改良区の運営と発展並びに土地改良事
業推進に貢献された功績に対し、次の方々に特別功労、感謝状及び表彰状が贈呈されました。

　３月 24 日（月）午後１時 30 分より、新鶴生涯学習センター大集会室において第 21 回通常総代会が
開催されました。本総代会は、総代現数 43 名中 32 名の出席となり、二瓶甚一副理事長が開会を宣言し、
杉山純一理事長が挨拶を述べました。議長には第１選挙区の福田伸行総代（冨川）、議事録記名人に第
１選挙区の角田亨総代（米田）、第２選挙区の鈴木浩総代（勝大）が選出されました。総代会は、慎重
審議の結果、提出された承認１件及び議案８件は全て可決決定され、午後４時 05 分に閉会しました。

特別功労
氏名 経歴

川嶋　一雄 役員 24年６ヶ月

表 彰 状
氏名 経歴

前田　伸一 職員 32年11ヶ月

感 謝 状
氏名 経歴

鈴木　義明 役員  ８年
小松　和彦 総代  12年

報告⑴	 令和 6年度臨時総代会以降の業務経過報告について
報告⑵	 令和 6年度定期監査報告
承認第 1号	 令和 6年度第 6回理事会において専決補正を行った各会計収支予算の承認について
議案第 1号	 定款の一部改正（案）について
議案第 2号	 令和 6年度団体営農業農村施設維持管理事業「逆水 2号堰」事業予算の
	 令和 7年度への明許繰越について
議案第 3号	 令和 6年度各会計収支予算の第三次補正（案）について
議案第 4号	 未収賦課金の 5年超過における不納欠損処分について
議案第 5号	 令和 7年度事業計画（案）について
議案第 6号	 令和 7年度歳計現金及び積立金等の預入先指定、各事業の借入限度額等の設定について
議案第 7号	 令和 7年度組合費等及び各会計収支予算（案）について
議案第 8号	 役員選任について

提
　
出
　
案
　
件

会 津 宮 川 土 地 改 良 区（2）第36号

理事長
杉 山 純 一



新総代が当選されました
　任期満了に伴う総代選挙の候補者届が２月３日、４日に行われ、全選挙区において定数内であっ
たことから無投票により 44 名の新総代が当選いたしました。
　任期は令和７年３月 29 日から令和 11 年３月 28 日までの４年間です。

第１選挙区　31名
【会津美里町、会津若松市】
小林　常夫　（旧高田）
佐々木弘則　（旧高田）
冠木　弘之　（旧高田）
星野　進一　（安田）
明田　　武　（永井野）
星　　良一　（上戸原）
福田　慶一　（荻窪）
佐藤　重範　（松岸）
邉見　正光　（旭舘端）
金田　敏明　（西本）
根本　雄司　（勝原）
横山　隆一　（冨川）
㈲ごんべい　（福重岡）
長峯　重弘　（橋丸）
平山　宗弘　（下堀）
諏訪　賢一　（赤留）

森　　　静　（八木沢）
弓田　明雄　（八木沢）
佐々木正直　（雀林）
青木　孝義　（寺崎）
齋藤　邦男　（宮袋新田）
遠藤　誠一　（新屋敷）
山内　文徳　（和田目）
佐々木宏光　（立石田）
渡部　忠彦　（小沢）
山口　行正　（沼田）
鈴木　大介　（佐賀瀬川）
齋藤　孝志　（米田）
渡部　優二　（米田）
福田　真実　（鶴野辺）
永峰　利之　（境野）

第２選挙区　13名
【会津坂下町】
平野　吉宣　（気多宮）
内海　淳一　（船杉）
薄　　良彦　（牛川）
鈴木　　浩　（勝大）
大堀　恒雄　（樋島）
鷲田喜代志　（大沖）
佐藤　敬一　（五ノ併）
渡部　省一　（五ノ併）
長谷川　清　（羽林）
武藤　和雄　（八日沢）
青山　　昇　（大上）
長田　洋一　（宇内）
江花　　孝　（青津）

このたびの改選により退任された総代及び役員の方々につきましては、本土地改良区の発展にご
尽力いただきましたことに衷心より感謝申し上げ、皆様の益々のご発展とご健勝を心よりお祈り申
し上げます。

新役員が選任されました
第21回通常総代会で選任議決の結果、役員16名が選任されました。令和７年４月11日に開催された第
１回理事会及び第1回監事会において、正副理事長、担当理事及び総括監事が互選されました。
任期は令和７年４月11日から令和11年４月10日までの４年間です。

理事長
杉山　純一
（員外）

会計担当理事
渋井　浩記
（旧高田）

副理事長
二瓶　甚一
（八日沢）

事業 ･管理担当理事
渡部　益弘
（雀林）

副理事長
古川　庄平
（員外）

賦課徴収担当理事
木村　安廣
（米田）

庶務担当理事
弓田　秀樹
（上戸原）

用排水維持管理委員長
金田　祐市
（蕎麦ノ目）

用排水維持管理副委員長
風間　幸一郎
（樋島）

理事
佐藤　政司
（塔寺）

理事
山浦　洋一
（藤家舘）

監事
秋山　利浩
（十二所）

理事
石川　栄子
（員外）

総括監事
齋藤　文範
（見明）

理事
鈴木　久仁子
（員外）

監事
一条　芳浩
（小沢）

会 津 宮 川 土 地 改 良 区 第36号（3）



令和７年度   収支予算　

一般会計収支予算【総額647,345千円　前年度比104.0%】一般会計収支予算【総額647,345千円　前年度比104.0%】

収　　入 支　　出
科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

１．事業活動収入 １．事業活動支出
（１）土地改良事業収入 164,460 （１）人件費 81,165
（２）附帯事業収入 1,754 （２）一般管理費 174,270
（３）補助金等収入 58,946 （３）事業支出 13,659
（４）受託料収入 127,264 （４）その他の支出 6,299
（５）交付金収入 0 （５）繰出金支出 155,433
（６）寄付金収入 1 事 業 活 動 支 出 合 計 430,826
（７）雑収入 2,611 ２．投資活動支出
（８）繰入金収入 160,482 （１）基本財産取得支出 0

事 業 活 動 収 入 合 計 515,518 （２）特定資産取得支出 173,889
２．投資活動収入 （３）その他固定資産取得支出 794
（１）基本財産売却収入 0 投 資 活 動 支 出 合 計 174,683
（２）特定資産取崩収入 79,279 ３．財務活動支出
（３）その他固定資産売却等収入 836 （１）借入金返済支出 34,840

投 資 活 動 収 入 合 計 80,115 財 務 活 動 支 出 合 計 34,840
３．財務活動収入 ４．予備費支出
（１）借入金収入 3,600 （１）予備費支出 6,996

財 務 活 動 収 入 合 計 3,600 予 備 費 支 出 合 計 6,996
収 入 合 計 599,233 支 出 合 計 647,345
前 期 繰 越 収 支 差 額 48,112
収入合計＋前期繰越収支差額 647,345

（単位：千円）

【収入】 【支出】

土地改良事業収入
164,460千円
（25.4%）

補助金等収入
58,946千円
（9.1%）

事業活動収入
515,518千円
（79.6％）寄付金収入 1千円（0.0％）

附帯事業収入
1,754千円
（0.3%）

受託料収入
127,264千円
（19.6%）

繰入金収入
160,482千円
（24.8％）

投資活動収入
80,115千円
（12.4％）

財務活動収入
3,600千円（0.6%）

前期繰越収支差額
48,112千円（7.4%）

人件費
81,165千円
（12.5%）

一般管理費
174,270千円
（26.9%）

事業支出
13,659千円（2.1%）

その他の支出
6,299千円（1.0％）

繰出金支出
155,433千円
（24.0%）

投資活動支出
174,683千円
（27.0%）

財務活動支出
34,840千円（5.4%）

予備費支出
6,996千円（1.1%）

①県営改修事業負担金（佐布川・大窪）【継続】 15,648千円 （土地改良施設建設仮勘定）
②団体営事業工事費（逆水２号堰）【継続】 3,600千円 （土地改良施設建設仮勘定）
③管 理 事 業 負 担 金（新宮川ダム・宮川頭首工・高橋頭首工）【継続】　 10,508千円 （事業負担金）
④改 修 事 業 調 査 費（鬼渡ため池）【新規】（※） 27,000千円 （土地改良施設建設仮勘定）

令和７年度における主な支出について

雑収入
2,611千円（0.4%）

※近年増加している局地的豪雨により、ため池内に土砂が流入し、貯水機能が低下しているため、令和９年
度以降にため池内の土砂浚渫を実施する目的で調査事業（国100%)を行う予定です。

事業活動支出
430,826千円
（66.5％）

会 津 宮 川 土 地 改 良 区（4）第36号



令和７年度   収支予算　

新宮川ダム発電所特別会計収支予算【総額44,839千円　前年度比39.5%】新宮川ダム発電所特別会計収支予算【総額44,839千円　前年度比39.5%】

収　　入 支　　出
科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

１．事業活動収入 １．事業活動支出
（１）土地改良事業収入 0 （１）人件費 9,863
（２）附帯事業収入 0 （２）一般管理費 26,433
（３）補助金等収入 0 （３）事業支出 0
（４）受託料収入 41,822 （４）その他の支出 1
（５）交付金収入 0 （５）繰出金支出 8,050
（６）寄付金収入 0 事 業 活 動 支 出 合 計 44,347
（７）雑収入 10 ２．投資活動支出
（８）繰入金収入 3,001 （１）基本財産取得支出 0

事 業 活 動 収 入 合 計 44,833 （２）特定資産取得支出 489
２．投資活動収入 （３）その他固定資産取得支出 1
（１）基本財産売却収入 0 投 資 活 動 支 出 合 計 490
（２）特定資産取崩収入 3 ３．財務活動支出
（３）その他固定資産売却等収入 1 （１）借入金返済支出 1

投 資 活 動 収 入 合 計 4 財 務 活 動 支 出 合 計 1
３．財務活動収入 ４．予備費支出
（１）借入金収入 1 （１）予備費支出 1

財 務 活 動 収 入 合 計 1 予 備 費 支 出 合 計 1
収 入 合 計 44,838 支 出 合 計 44,839
前 期 繰 越 収 支 差 額 1
収入合計＋前期繰越収支差額 44,839

（単位：千円）

【収入】 【支出】

令和７年度における主な支出について
①管理施設電気料（年間） 12,450千円 （光熱水費）
②発電所年次点検 6,000千円 （外注費）
③一般会計への維持管理費充当 4,293千円 （繰出金）

固定価格買取制度が終了し、売電単価が11円/kWh(税込)となりました。売電単価が下がったことにより、
予算額が前年比39.5%となります。発電所は運用開始から21年となり、20年点検等の大規模更新について
は計画的に実施して参ります。

受託料収入
41,822千円
（93.3%）

繰入金収入 3,001千円（6.7%）
投資活動収入 4千円（0.0%）

財務活動収入
1千円（0.0%）

前期繰越
収支差額
1千円（0.0%）

雑収入
10千円（0.0%）

一般管理費
26,433千円
（58.9%）

繰出金支出
8,050千円
（18.0%）

投資活動支出
490千円（1.1%）

人件費
9,863千円
（22.0%）

事業活動支出
44,347千円
（98.9％）

事業活動収入
44,833千円
（100.0％）

予備費支出
1千円

（0.0%）

財務活動支出 1千円（0.0%）

会 津 宮 川 土 地 改 良 区 第36号（5）



令和7年度組合費及び決済金基準額
○令和７年度の組合費は次のとおりです。

賦課期日：令和7年6月27日　　納入期限：令和7年7月28日
賦　課　種　別 賦課基準（円／10a） 備　考

経常賦課金 田：1,200円　畑： 400円
維持管理賦課金 田：1,800円
国営二期事業償還賦課金 田：2,730円
施設改修賦課金 田： 379円
麻生新田堰施設改修賦課金（北会津のみ） 田： 148円

県営かんがい排水事業償還賦課金
（高田・新鶴地区）田： 148円

（坂下地区）田： 183円
（本郷地区）田：6,942円

防災減災事業償還賦課金 田： 125円
逆水2号堰防災減災事業償還賦課金 田：  37円
宇内地区基盤整備事業償還賦課金 田：1,197円 関係地区のみ

※発電の固定価格買取制度満了（令和6年10月満了）に伴い、売電単価が24円/kWh(税抜)から10円/kWh(税抜)
となりました。売電単価が下がったことにより計画どおり維持管理賦課金の単価が100円増額となります。

○令和７年度の協力金・分担金は次のとおりです。

賦課期日：令和7年9月26日　　納入期限：令和7年10月27日
種　　別 賦課基準（円／10a） 備　考

協力金 田：1,365円 北会津地区

分担金 （宮袋新田堰）田： 699円 
（麻生新田堰）田： 807円 北会津地区

■納入方法
　①会津よつば農業協同組合窓口での現金納入
　②土地改良区発行の払込取扱票（コンビニ・郵便局）で納入
　③口座振替（※領収証の発行は希望者のみ）

○令和７年度の決済金は次のとおりです。� 単位：／㎡

決済金の種類
会津美里町 

会津坂下町 会津若松市
高田地区 新鶴地区 本郷地区

国営二期事業 12円
県営かんがい排水事業 1円 1円 1円 1円
維持管理費 46円 46円 46円 46円 15円
防災減災事業 1円 1円 1円 1円
防災減災事業逆水2号堰 2円 2円 2円 2円
河川応対事業 1円 1円 1円 1円 1円
ため池整備事業 1円 1円 1円 1円
宇内地区基盤整備事業 1円

※令和７年度に農地転用等により地区除外等処理を行う場合でも、４月１日時点の賦課面積を基準に計
算しているため、当該年度の賦課金は徴収いたします。

会 津 宮 川 土 地 改 良 区（6）第36号



令和７年度配水計画

　令和７年の積雪深は新宮川ダム築造以降、過去最高（183cm）を記録し、雪解け水によるダムへの流入
量は非常に多くなる見込みです。このことにより、春先の用水は確保できる見込みではありますが、昨
今の異常気象の影響により、梅雨時期の降雨次第では、出穂期（８月頃）までのダムの用水管理には不安
が残ります。従いまして、例年通り、配慮ある用水管理をして頂き、出穂期に向けて、新宮川ダムにお
ける必要水量を確保できるようご協力をお願いいたします。

①掛け流しはしないでください！上流地域で掛け流しをすると、用水を
必要としている下流地域まで行き渡りません。圃場への用水供給が不要な場合は、
水口を閉める管理をお願いいたします。

②ゲートの操作については、各地区の水利委員または施設管理者が行いますの
で、勝手な操作は行わないでください。重大な事故が発生する場合があります。

③水量調整や施設に関する要望は、各地区の水利委員を通して土地改良区まで連絡をお願いいたしま
す。また、土地改良区が管理・調整を行うパイプラインの用水配分調整は、ダムの放流量と密接に関
連しておりますので、個人からの調整依頼には応じられません。調整が必要な際は、地区代表者また
は地区水利委員を通して土地改良区まで連絡をお願いいたします。

会 津 宮 川 土 地 改 良 区 第36号（7）

計画的な用水配分を行うためのお願い

令和７年度用水管理について

（１）配水期間
　水利使用規則（新宮川ダム等及び三貫頭首工等）による期間とする。
　　○直 播 期 ：４月11日から５月５日まで　　○代 か き 期 ：５月６日から５月20日まで　
　　○普  通  期 ：５月21日から９月10日まで　　○非かんがい期 ：９月11日から翌年４月10日まで
（２）配水計画
　水利使用規則（新宮川ダム等及び三貫頭首工等）に定められている取水量の範囲内とする。詳しい水
量はホームページに掲載してありますのでご覧ください。
　※大窪ため池は、改修工事のため使用しない。
　※天候や新宮川ダムの状況により、理事会等において配水期間及び計画を変更する場合がある。
（３）パイプライン分水調整について
　今後の気象等の状況によっては、理事会または用排水維持管理委員会を開催し、出穂期の用水確保の
ための分水調整（解除や延長を含む）について審議いたします。
　分水調整を行う場合には、組合員の皆様にお知らせいたしますので、ご理解下さいますようお願いい
たします。

地域・分水工名 6/25 開始 6/30 7/5 7/10 7/15 7/20 7/25 終了
会津美里町高田地域
会津美里町新鶴地域
田沢第１分水工

（新鶴坂下重複地区）
会津坂下町
上台分水工
津尻 9-0 分水工

▽ 分水調整（案） ■：水を流す期間

※切り替え操作は午前中に行います。



会 津 宮 川 土 地 改 良 区（8）第36号

土地改良区への届出について

　ゴミの不法な投棄行為は、環境への悪影響はもちろんのこと、土地改良施
設にも悪影響を与え、施設が損害を受けた場合には、補修や改修が必要とな
ります。その経費は土地改良区が負担することになる場合がありますので、
無駄な経費を削減するためにも、水路や河川にはゴミを捨てないよう
にしましょう！

ゴミの不法投棄は犯罪です

職員体制について

農地の売買、贈与、交換等で名義変更される場合

雨水排水や浄化槽排水を管理水路に放流したい場合

農地を宅地や駐車場など、農地以外の用途に転用する場合
住所を変更する場合

組合員資格得喪の
通知書

他目的使用申請書

農地転用の通知
地区除外申請書

組合員住所変更届

組合員の死亡により、農地を相続する場合

水路に橋を架けて出入り口にしたい場合

道路や河川などの公共用地のために売買があった場合

農地を賃貸借契約または解約される場合

改良区所有地に看板などを建てたい場合

農業者年金受給または老齢等のため経営を移譲する場合

■ 公共機関（法務局や自治体等）で手続きが完了しても、土地改良区へ届け出なければ台帳や組合員名などは
変更されません。必ず土地改良区へ届け出てください。

■ 賦課金は、毎年４月１日時点の台帳面積及び組合員名で賦課されます。異動等があった際は、早めに土地改
良区へ届け出てください。
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認定こども園
ひかり
●

会津若松→

●
ローソン
会津美里
布才地店

●会津西陵高校

●会津宮川土地改良区

宮川

●
会津美里町

役場

高田中学校●

会津高田駅

●伊佐須美神社

●会津若松警察署
　会津美里分庁舎

案内図〒969-6266
福島県大沼郡会津美里町字油田1545番地
TEL 0242-54-7154　FAX 0242-54-3596
Mail  midori-net@aizumiyakawa.jp

発行：会津宮川土地改良区　総務課

○ホームページ	 http://www.aizumiyakawa.jp/
○X（旧twitter）	 https://twitter.com/aizumiyakawa/
○新宮川ダム状況 https://www.river.go.jp/index/
　（国土交通省川の防災情報ホームページ）

ダムカードと水の恵みカードの配布も行っております。

所　属 役　職 名　前 所　属 役　職 名　前
事務局長 諏訪　美彦

事業課

課長 酒井　靖隆

総務課

課長 歌川　幸二 課長補佐兼事業管理係長 二瓶　保之
会計主任兼賦課徴収係長 板橋　吉彦 ダム管理係長 福田　和洋
庶務係主任 齋藤　貴宏 管理係主任 邉見　知弘
賦課徴収係主事 田部　果穂 管理係主任 芥川祐太朗
庶務係専門員 江川　成美 事業係専門員 渡部　庄吾
庶務係専門員 渡部　浩美 管理係専門員 前田　伸一

臨時職員 髙橋　　遼 嘱託員 電気主任技術者 山口　　眞


